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結 語――「文明」としての「グローバル・シティズンシップ」

｢……連帯（solidarity）は同情や哀れみとは別のものである。人々が

『弱い人々に引き寄せられる』のは哀れみからであるが，彼らが抑圧され

搾取されている人たちと同じ利害を持った共同社会を慎重に，そしていわ

ば情熱抜きでつくるのは，連帯からである」（Arendt, 1963=1995, p. 132.）

序 論――なぜ「グローバル・シティズンシップ」を語るのか？

「シティズンシップ」概念をめぐる世界的な議論がここ10年から20年に

かけて活況を呈してきた理由は，いくつかある。第一に，冷戦が終結し，

世界秩序が多極化・流動化する中で，政治的主体とそれが果たす役割との

それまでの固定的な関係が揺らぎ，政治的枠組みの「構成（constitu-

tion）」そのものが問題となる「憲法政治（constitutional politics）」の文脈

が再び現われたことが挙げられる（Gunsteren, 1998）。

しかし，どのような「市民」が，どのような権利と義務の下に，どのコ
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ミュニティに帰属すると考えるのが望ましいのかという政治共同体の構成

をめぐる基本問題は，特にヨーロッパでは冷戦終結のずっと以前より存在

した（宮島，2004）。「シティズンシップ」概念の再検討が要請される背景

は，近年の国際秩序の変動に加え，より深く「第二の近代化」としてのグ

ローバル化が，近代国家および近代国家間システムそのものに根源から転

換を迫っており，世界は徐々に「コスモポリタン政治」の文脈へと地殻変

動を起こしているという観点からも説明できるかもしれない（Beck,

2008）。その意味で，「シティズンシップ」概念の再検討とは，自ずと，近

代国家やナショナリズムなどのこれまでの近代的な政治枠組み自体の再検

討と直結することになる。

たとえば，「シティズンシップ」概念の歴史と現代的位相を俯瞰した著

書の中で，キース・フォルクス（Keith Faulks）は，まさにこの「ポスト

モダン・シティズンシップ」という観点から，この概念の未来を，人権概

念が重視される越境的シティズンシップとして思い描いている。

｢シティズンシップは，権利，責任，政治参加という，その構成要素が人

間的なガバナンスにとって本質的であるがゆえに，ますますグローバルか

つポストモダンの時代に前途有望な概念である。しかし，シティズンシッ

プのこの解放的な潜在性は，近代性がつくりあげてきた，シティズンシッ

プと国家や市場のような排他的な概念とをつなぐ連結を断ち切ることに

よってしか実現されえないということを，われわれは認識しなければなら

ない」（Faulks, 2000, pp. 170-171）。

また，フォルクス同様，「シティズンシップ」概念の包括的な再検討を

試みたデレック・ヒーター（Derek Heater）も，この問題をより慎重に整

理しつつ，今日の「シティズンシップ」概念が問われているのは，まさに

現代の新たな社会条件に適応するその順応性に他ならないと指摘している。

｢端的にいえば，今日の市民権概念は，古典的市民権概念が予定していた

内容と適用範囲をはるかに越えて広がってしまったために，現在の市民権
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を支える観念，その発展動向と実践課程の変化に合わせて古典的市民権概

念を再編しようと努力が続けられているのである。よって，今日の市民権

の欠点，不一致，非一貫性を批判することは，実は市民権の特筆すべき順

応性がもはや限界に達したかどうかを考慮せよということを意味している

のである。」（Heater, 1999=2002, p. 261.）

このように，「シティズンシップ」概念の再検討を試みる議論の多くは，

この概念がグローバルな新たな次元の諸問題に何らかの形で応答し，順応

しなければならなくなっているという指摘において共通している。

また，このようないわば「コスモポリタン政治」へ向けた要請は，単に

「市民」の自由や権利，あるいは統治をめぐる狭義の政治問題に発するも

のにとどまらない。「９・11」以後のイラク戦争やアフガニスタン戦争な

どのグローバルな戦争の実態や，それに付随して発生した国際規範や平和

のあり方をめぐる原理的な諸問題，また，カジノ化した国際金融市場や政

府の財政危機などのグローバルな資本主義がもたらす諸問題や，環境破壊

や気候変動問題に代表される地球環境問題など，このような切迫した「グ

ローバルなリスク」の存在が自覚されることによって，コスモポリタニズ

ムは，それに十分対応することができない既存の国家中心システムに代わ

る適切な対応策として検討され，擁護されている（Held, 1995=2002, 2010,

Carter, 2001）。

たとえば，「グローバルな市民社会」概念を積極的に提起するメア

リー・カルドー（Mary Kaldor）は，特に「９・11同時多発テロ」以後の

世界において，グローバル化した戦争や暴力が私たちの政治空間の「外

部」で発生するとは限らず，まさに内部化しているという現実から，この

暴力に対処するための新しい「関与の拠点」として市民社会概念が再生す

る可能性を構想している（Kaldor, 2003=2007）。このように，現代のグ

ローバル化が進む条件下で，山積する地球的な問題群を前提にしつつ，

「市民」の参加や責任，権利や帰属の条件を問うことは，自ずと既存の境

界線を横断し，多層化した「シティズンシップ」概念，すなわち，「グ
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ローバル・シティズンシップ」，あるいは「コスモポリタン・シティズン

シップ」の概念を問うことにつながるだろう1）。

ただここで，このような新しい「シティズンシップ」概念の是非を問う

前に，もうひとつの根源的な問いについて検討しておく必要がある。それ

は，この論稿が書かれている今日の日本社会の文脈で，このような越境的

「シティズンシップ」概念を問う意味に関連している。そもそも，「国民」

とは異なる「市民」としての政治的主体が十分に確立しているとは言えな

い日本社会において，新たに「グローバルなシティズンシップ」を（日本

語で）議論することにはどれだけの意味があるのだろうか。欧米発のカタ

カナ用語を，再び，歴史的・文化的背景を脱色して輸入しても，そのこと

ばにはどれほどの実践的・社会的な意味があるのか。課題はむしろ，現在

の極端な大衆社会化の弊害を乗り越えるべく，日本国内において活発で自

律的な「市民」や「国民」をいかにつくりだすかという，依然として近代

的な課題ではないのか。

また，そもそも，「シティズンシップ」概念を共通のアイデンティティ

や言語が存在しない空間で成立させることは不可能でもある（Kimlicka,

1995=1998, Miller, 2000）。「シティズンシップ」概念は本来，「市民」の権

利という意味に加え，その義務や責任，資質までを包含する二重性をもつ

概念である。「市民」が何よりも，単に権利の主体ではなく，政治的共同

社会をつくりあげるための資質と責任とを備えるべきものであるとすれば，

確固たる（ナショナルな）政治的共同社会の輪郭は不可欠ではないのか。

むしろ，歴史的にも，「国民」や「愛国」は，デモクラシーや自律的な

「市民」の前提を提供してきたのではないか。したがって，日本において

「シティズンシップ」の議論を展開する第一の意味は，あるいは「国を開

く」という意味ではなく，いかに現代にあって「市民＝国民」としての義

務や美徳を涵養するのかという，いわば「市民性」の問題を考えることに

あるのではないか――。

しかし，本論では，まさに日本語で「グローバル・シティズンシップ」
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が語られることの意味を積極的に位置づけたい。確かに，日本社会の現状

は，むしろナショナルな政治の復興とでも言えるような現象が顕著である。

そしてそれは日本だけに限った現象ではない。だが，そのような今や世界

的に見られる新しいナショナリズムへの欲求は，実は急速に拡大するグ

ローバ化に対する反作用として生起したものであり，「自己利益の不安」

が生起させる，防御的かつ内向的，そして時に排外的な感情にもとづくも

のでもあるということは，すでに多くの論者が指摘するところである

（Barber, 1995=1997, Delanty, 2003=2006，佐々木，2003，Bauman, 2004=

2007）。

本論が前提とするのは，これまでエスニシティと国籍とを同一視してき

た日本社会の中では，「シティズンシップ」概念をより越境的な次元で理

解し，実践することこそが，このような病理としてのナショナリズムの弊

害を克服し，むしろ停滞する国内の市民社会やデモクラシーの活力，すな

わち政治の力を再生させる契機になるのではないか，という主張である。

単に「シティズンシップ」概念の再検討にとどまらず，その延長線上にあ

る「グローバル・シティズンシップ」の概念を検討する理由は，まさに後

者が前者を補足・強化する可能性が存在するためである。「グローバル・

シティズンシップ」へと向かうことが，このように既存のナショナルなデ

モクラシーをも活性化させ，より善き社会の実現のために多少でも貢献で

きるとするならば，それは今後どのように理解され，構想されるべきなの

だろうか。

１．リベラリズムの遺産――D. ヘルドの理論がもつ意味

かつてヒーターが整理したように，歴史上の「シティズンシップ」概念

は，大きく，市民共和主義的伝統と自由主義
リ ベ ラ リ ズ ム

的伝統とに分類できる

（Heater, 1996, 1999=2002）。前者は，市民の義務や徳性を重視し，後者は

市民の権利を重視する。前者は古代ギリシア・ローマに起源があるため，

｢グローバル・シティズンシップ」の射程（佐々木)
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非常に長い伝統をもつが，過去２世紀の間（そして現在でも）支配的で

あったのは，言うまでもなく後者の方である。先に述べたように，「シ

ティズンシップ」概念が，大きく二重の意味を帯びる事実はここに起因す

る。

後者の自由主義
リ ベ ラ リ ズ ム

的理解では，「市民」は「市民権」の主体として位置づ

けられるが，この意味における「市民権」概念については，トーマス H.

マーシャル（Thomas H. Marshall）の定式（1950年）がもっとも有名であ

る。マーシャルは，市民的諸権利を，市民的，政治的，社会的という三つ

の要素に分け，それらを順に歴史的な進化過程として描き出し，特にイギ

リスの救貧法や工場法，公教育の発達などの歴史に根ざし，平等化を促進

してきた三つ目の社会的市民権の重要性を示した（Marshall=Bottomore,

1992=1993)2）。ここで「シティズンシップ」は，いわば「市民（ブルジョ

ワジー）」が，国家「から」の自由と，国家「への」自由，さらには，そ

の自由の社会的条件を保障される権利として定義される。

このマーシャルの議論を今再び振り返ると，近代の自由主義
リ ベ ラ リ ズ ム

的「シティ

ズンシップ」概念が，近代国民国家と近代資本主義とが相互に支え合いつ

つ，お互いを発展させてきた歴史的過程の生成物であったことがわかる。

デヴィッド・ヘルド（David Held）は，この「シティズンシップ」概念を

近代国民国家が生成する歴史過程と結びつけつつ，以下のように要約する。

｢シティズンシップと民主主義を求める闘争を導いてきたのは，個人や集

団の選択を恣意的に行わせないとともに，強制することもしないような政

治秩序をつくり上げようとする期待であった。この種の政治秩序を獲得し

ようとする闘争は，いいかえれば自律性の地位を賦与される人々の人数の

増加を求める動きであるともいえよう。つまりそれは，私が『自律の原

則』と呼んでいるものの実現を図ろうとする運動なのである。この自律の

原則とは，『平等な自律性』があらゆる市民にとって必要不可欠な要件で

あることを承認する原理にほかならない。民主主義において国民の利益が

平等に保護されるべきだとすれば，彼ら国民は重要な政治制度や権力の場
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にみずから縦横に参加できるだけの平等な資格を要求するであろう」

（Held, 1995=2002, p. 86）。

しかし，このような古典的な自由主義
リ ベ ラ リ ズ ム

にもとづく「シティズンシップ」

概念は，その後，主として福祉国家批判の文脈で，単にマルクス主義者た

ちからだけでなく，特にネオ・リベラリズムの立場からも批判を受けるよ

うになる。そして近年，「シティズンシップ」をめぐる議論は，権利の平

等という正義論から，納税，勤労，兵役といった市民的義務や徳性に関す

る議論へと移行するようになった（田村，2007，亀山，2009）。これを言

い換えれば，「市民」は，生まれながらの権利の主体としてというよりも，

逆に，政治的共同社会，特に国家にいかに迷惑をかけず（タダ乗りせず）

に義務を果たすことができるのか，という観点から評価されるようになっ

たとも言える。特に市場のもつ力を強調するネオ・リベラリズムの「シ

ティズンシップ」概念では，「市民」は政治的・集団的存在であることを

やめ，いわば単に個々の消費者として位置づけられるが（Nozick,

1974=1992, Hayek, 1976=1992），実際にそれによってもたらされたのは，国

家権力の極小化ではなく，むしろ社会に対する国家権力の強化であった。

こうなると，市民の「権利」「義務（責任）」「帰属」「参加」「アイデン

ティティ」などの複合的内容を本来含むはずの「シティズンシップ」概念

が，極限までその豊かな含意を剥奪され，存在理由すら失うことになる。

これに対して，「シティズンシップ」概念のリベラルな伝統から出発し，

その従来の限界を克服すべく，「グローバル・シティズンシップ」へ向け

た理論的枠組みを提示しようとするのが，D. ヘルドである。ヘルドは，

市場に政治を解消する F. A. ハイエクや R. ノージックをくり返し批判しつ

つ3），自由主義
リ ベ ラ リ ズ ム

が本来もっている基本的諸権利の重視とその平等な賦与と

いう特長をグローバルな政治空間に適用し，グローバルなレベルにおける

デモクラシーの可能性を追求しつづけている。彼は，世界の中で「平等な

自律性」を享受できない人々が存在する状態，すなわち「非自律性
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（nautonomy）」が存在する限り，グローバルなレベルでのデモクラシーの

存立条件は成立しないという理論的立場から，現在の国際法から一歩進ん

だ「コスモポリタンな民主主義法」の確立を提起し，グローバルな政治参

加を可能にするための法的・制度的な条件を具体的に考察している

（Held, 1995=2002）。したがって，ここにおける「市民権」は，以下のよう

に，国境を横断し，地方レベルからグローバルなレベルに至るあらゆる政

治レベルで実現されるべきものとして位置づけられる。

｢シティズンシップといえば，あるコミュニティの成員資格を指し，特定

の権利と義務を有する人々に与えられるものと理解されてきたが，今や，

世界秩序の新しい原理という意味に変わっている。つまり，領域を横断す

る決定作成によって死活的なニーズと利益が左右されるものである限り，

だれであれ，これに対する権利と義務を保持するという原理である」

（Held, 2004=2005, p. 153.）。

｢コスモポリタン・シティズンシップは，すべての人類の基本的な諸権利

と義務に基づき，一人一人の，そしてすべての人類の自律性を支持し，人

間的事象のすべてのレベルにおいて，その自治の能力を認める」（Held,

2010, p. 179.）。

また彼は，グローバルなデモクラシーの成立条件として，権力が作用す

る，身体，福祉，文化，市民的結社，経済，強制関係と組織的暴力，法的

政治的規制制度などの，国家のみに還元されないこれらすべての政治空間

（「権力の場」）において，政治主体のエンパワーメントと権利の実現が達

成されることを挙げた。ここから，彼の理論における「グローバルな市民

権」とは，実はこれまでの「人権」概念とほぼ同義であるようにも見える

が，彼自身強調するように，それがあくまで政治参加を起点にするという

意味で，単に「人権」にとどまらない新たな権利的範疇であるともいえる。

このように，彼の「コスモポリタン・デモクラシー」論は，いわばグロー

バルな正義論として展開されるが，それは「グローバル・シティズンシッ
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プ」概念を理論的に構築する上で避けて通れない道筋であるといえる。

しかしここから次の課題も浮上する。それは，いったい誰（何）が，ど

のように，いかなる権威や正当性にもとづいてそのような新たな権利や制

度を形成するのかという，すぐれて政治的実践にかかわる問題である。

２．課題としての「コミュニティ」
――文化とアイデンティティをめぐる問題

この問題は，換言すれば，政治権力の具体的な運用をめぐる問題である

といえるが，ヘルドは，歴史的継続性としての，あるいは権力集約体とし

ての国民国家の自律的な役割をけっして軽視していない。しかし，「コス

モポリタン・デモクラシー」の理論構築の過程で，理論的関心を新たな規

範的秩序構想に集中させたため，権力の動的作動空間の把握が置き去りに

なり，何よりもそのための「移行理論」が欠落したままである（佐々木，

1998）。

その意味で，シャンタル・ムフ（Chantal Mouffe）も批判するように，

実際には，そのような規範的な法がグローバルに適用されるプロセスその

ものに重要な落とし穴が潜んでいるといえるかもしれない4）。

｢コスモポリタン・シティズンシップでは，自分たちの自由主義的権利が

侵害される場合に，それを擁護するためにトランスナショナルな法廷に訴

えるのがせいぜいである。おそらくそうしたコスモポリタン民主主義は，

もしそれが実現したとしても，民主主義的形態における統治の現実的な消

滅を偽装し，自由主義的な形態における統治の合理性の勝利を指し示す空

虚な名前以上のものにはならないだろう」（Mouffe, 2000=2006, p. 67.）。

また，世界中の潜在的な「市民」が，権利を認められ，保護される対象

であることにおける権力性（あるいは暴力性）の問題についても常に自覚

的である必要がある（Agamben, 1996=1999, Brown, 2006=2010)5）。
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したがって，イアン・シャピーロ（Ian Shapiro）も指摘するように，権

力があらかじめ偏在している世界において，「実現することの不可能な民

主主義」を実現しようとする場合，「熟議が乱用される可能性」がある以

上，デモクラシーは合意を目指すというより，「支配の制限としての民主

主義」という，むしろごく控え目な意味で定式化されるべきなのかもしれ

ない。

｢このような世界においては，まずグローバルな秩序の発展を要求し，そ

の後その秩序を民主化するということよりも，一つ一つ決定を積み重ねて

民主化の方向へ向かうことのほうが賢明であるように思える」（Shapiro,

2003=2010, p. 82.）。

それゆえ，ここで問題となるのは，「グローバル・シティズンシップ」

の形式要件を実現する政治的プロセスにおいて，そのための具体的な政治

的権威の源はどこにあるのか，という問題である。しかし，ヘルドは一貫

して，秩序形成の前提として「文化的統合」の要素を意識的に排除しよう

としている。彼の議論では，アイデンティティや文化の問題は，彼が提示

する政治的枠組みの下位に位置づけられるが，それは，彼があくまで公権

力の「没人格性」を擁護するリベラリズムの伝統を重視しているからであ

る。その意味で，彼の以下の主張には十分な説得力がある6）。

｢現代世界において，民主主義が訴える力をもつのは，『総括的』あるい

は『メタ政治的』な物語としてである。なぜならば，民主主義は善をめぐ

る相争う『複数の物語』をまとめあげ，確定する正当な手段を提供するか

らである」（Held, 1995=2002, p. 282.）。

しかし，「シティズンシップ」概念が，そもそも国籍のような帰属問題

や権利付与の問題に加え，アイデンティティや市民性，市民的資質などの

市民共和主義的伝統に発する問題も含んだ概念である以上，現代で「グ

ローバル・シティズンシップ」を考える意味は，単に法的・制度的諸条件
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を考えることを越えて，ポストナショナルな公共圏の文化的基盤やアイデ

ンティティの基礎について考えることにこそあるといえるだろう。ジェ

ラード・デランティ（Gerard Delanty）は，ヘルドに代表されるリベラル

なコスモポリタニズムがもつ理論の問題について以下のように述べている。

｢わたしは次の三つの立場を否定するものではない。その三つというのは，

ハーバーマスの憲法パトリオティズムと文化的コスモポリタニズム，コス

モポリタンな民主主義と法である。けれども，われわれのコスモポリタニ

ズムの構想に批判的な次元をひとつ追加したい。これまで論じてきたのは

以下のことである。憲法パトリオティズムとコスモポリタンな民主主義法

のどちらの立場も，コスモポリタニズムの文化的基礎を無視している」

（Delanty, 2000=2004, p. 278.）。

そして，「コスモポリタン・シティズンシップ」概念が，まさに来るべき

「コミュニティ」のあり方，つまり「社会構成的文化」（キムリッカ）の問

題を考えなければならない理由を以下のように述べた。

｢コスモポリタニズムがコミュニティの観念をはっきり説明することがで

きなければ，連帯，献身，そしてコミュニティを破壊してきたネオリベラ

ルな世界からますます利益を得ているナショナリズムに対して挑戦するこ

とはできない」（Delanty, 2000=2004, p. 269.）。

越境的な「グローバル・シティズンシップ」の構想が闘わなければならな

い相手は，グローバリズムやネオリベラリズム，そしてそれがもたらした

政治の衰退やグローバルな不公正だけではない。まさにこのグローバル化

の中で形を変えて復興しつつあるナショナリズムもまた，われわれが取り

組むべき最重要の課題なのである。「市民社会」や「コミュニティ」概念

を放棄せずに，ラジカルでグローバルな市民権＝市民性概念をいかに構想

できるのか。デランティはその唯一の解答を，「コミュニティ」の多元的

世界を前提とした，多層的な「シティズンシップ」のあり方，すなわち
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「市民的（公民的）コスモポリタニズム（civic cosmopolitanism）」の概念

に求めた7）。

３．「市民的（公民的）コスモポリタニズム」
――「市民性」概念の再構成

デランティの「市民的（公民的）コスモポリタニズム」概念は，いわば

「コスモス」（コスモポリタニズム）と「ポリス」（政治的共同性）の和解

を目指す。彼にとっては，コミュニティとグローバル化のあいだに折り合

いをつけることこそが，コスモポリタニズムの使命である。この立場は，

いわばネオ・リベラリズム（グローバルなリバタリアン）とナショナリズ

ム（保守的なコミュニタリアン）との両者の限界を克服する唯一の途であ

る。したがって，一方で，単なる「法的なコスモポリタニズム」を越えて，

そこには「文化的コスモポリタニズム」の要素が導入され，他方で，文化

やアイデンティティをめぐる問題は，政治（統治）の論理から再検討され

る必要が生じてくる。

まず，彼によれば，「文化的コスモポリタニズム」は，今や主として，

移民，ディアスポラ，難民，国内避難民などの国境を横断して移動する

人々が形成する脱領土化されたトランスナショナルなコミュニティや文化

に見ることができる。もちろん，実際のグローバル化の過程で世界を股に

かけ，もっとも支配的にふるまっているのは，多国籍企業のビジネスマン

や，種々のテクノクラート，専門家や観光客などの，いわばグローバルな

エリートたちであるといえるかもしれない（Lasch, 1995=1997）。しかし，

今日「コスモポリタン」な人々とは，むしろ自分から選ぶことなく，政治

的経済的な理由から必要に迫られて故郷を後にした根無し草の人々である。

彼らは通常，コミュニティに愛着をもたないエリートたちとはまったく逆

に，これを渇望する人々でもある。

そもそも現代では，国籍とシティズンシップのズレがどんどんと拡大し
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ており，その結果グローバル化によって起こっているのは，実は国民の終

焉でもなければ，国家の終焉でもなく，まさに国民国家の終焉にほかなら

ない8）。出自は「市民」の政治生活を条件づける上で次第に優先的な要素

であることをやめ，むしろどこに居住し，実際の生活を営んでいるのか，

ということこそが重要な意味をもつようになる。特にヨーロッパでは，そ

もそも歴史的にも，母国ではない国での移動，通商，住居に関する普遍的

な権利は長く認められてきたが，現在も EU のシティズンシップを考える

上で，帰化を前提としない，いわゆる「デニズン（denizen：永住市民）」

の地位は，法的にも社会的にも一定程度保障されるようになった9）。ヨー

ロッパは，一方で地域や都市，地方といったサブナショナルなレベルにま

でナショナルなシティズンシップを下方に拡大し，他方でシティズンシッ

プを欧州連合のレベルにまで引き上げて構想するという二重の課題に取り

組んできた。このような，国籍概念を横断した「多重シティズンシップ

（multiple citizenship）」（ヒーター），あるいは「多層シティズンシップ」

（宮島）は，単に「理念」であるというより，もはや社会的・制度的な

「現実」であるとも言える（宮島，2004）。

さらに，現代の多くの「市民」は実際に，「ハイブリッド化」や「クレ

オール化」が進んだグローバル文化の中で生きており，もはやあらかじめ

固定されたコミュニティや文化を前提として「シティズンシップ＝市民

性」を規定することはできない。個人はもはや単に多次元多層のコミュニ

ティに所属するだけでなく，まさに「多元的な自己」を生きている。アル

ベルト・メルッチ（Arberto Merucci）が指摘するように，

｢今日，アイデンティティは，あらかじめ与えられた固有の諸特徴という

よりむしろ，われわれの意識的活動の産物，あるいは自己省察の結果なの

である」（Melucci, 1996, p. 31.）。

このような，あらゆる他者や差異の存在，社会周辺の「声なき声」，そ

して自己の多層性や可変性を前提とした「ポスト・ナショナル」なシティ
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ズンシップ概念では，あらかじめの「合意」の想定は不適切となり，公と

私，それから市民と非市民を分け隔てるコミュニティの境界線は常に相対

化されるだろう。そしてこの境界の非決定性は，むしろ積極的に位置づけ

られる（山崎，2005）。つまり，それら個々の境界線のざわめき，差異化

の過程における闘争そのものが普遍的な意味をもつという，「差異化され

た普遍主義」，そしてそれにもとづく，よりラディカルなシティズンシッ

プの定義が可能となる10）。そしてそこにおける「コミュニティ」は，単に

市場的，あるいは道具的な価値によるものではなく，他者への尊敬や「差

異にもとづく連帯」のための徳性をはぐくむ場として再定義されるだろう

（Little, 2002=2010）。

こういったアイデンティティやエスニックな文化の多様性を前提とする

多重（多層）シティズンシップの概念は，国籍とシティズンシップを同一

視してきた日本社会にとって大きな意味をもつ。たとえば，多層化するシ

ティズンシップのこのような世界的潮流を直視すれば，そもそも日本が

「単一民族国家」であるなどといったプロパガンダが正当化される余地は

なくなるだろう。独自の歴史と文化をもつ沖縄やアイヌ，あるいは「在

日」などの存在を挙げるまでもなく，日本もまた，すでに複数のエスニッ

ク・マイノリティからなる社会であり，さらにはいわゆる「ニューカ

マー」や定住外国人の増大によって，マルチ・エスニックな「多民族化社

会」へと向かいつつある（渡戸・井沢，2010）。複合的アイデンティティ

に生きる日本人は今後もどんどんと増えていくだろう。そして，血統主義

や「帰化」を未だに「当然の法理」とする日本の「シティズンシップ」概

念は，次第に現実にそぐわないものになっていくだろう。憲法で「国際主

義」を謳う日本が，いつまでも例外主義の幻想に囚われ，「シティズン

シップ」の国際的かつ構造的な変容を理解できないままだとすれば，国際

社会，とりわけアジアにおいて，今後とも真の友人をつくることはできそ

うにない11）。

しかし他方で，このような多様なコミュニティやアイデンティティを重
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視する「シティズンシップ」概念は，具体的にどのように「コスモス」の

問題と切り結ぶのだろうか。たとえば，「世界市民権（world citizenship）」

を構想するユルゲン・ハーバーマス（Jurgen Habermass）は，共和主義

的な自由がナショナルな境界を越えて展開する可能性を以下のように強調

する。

｢共和主義的自由は，そもそも国民意識という子宮の生み出したものであ

るが，そことつながっている自分のへその緒を断ち切ることができるので

ある」（Habermass, 1992=1996, p. 187.）。

しかし，この「へその緒を断ち切った」共和主義が，国民国家を横断して

どのように政治的秩序を形成し，いかなる「シティズンシップ＝市民性」

を，いかに構成していくのかという問題については，あらかじめ明確な解

答を用意することはできない12）。

この点で，ガンスタレンの議論は参考になる。彼は，「シティズンシッ

プ」概念についての既存の系譜――リベラリズム，コミュニタリアニズム，

共和主義――を包摂する「新共和主義的シティズンシップ（neorepub-

lican citizenship）」の立場から，来るべき市民の主要な課題が，まさに

「多数性の組織化」であることを以下のように論じた。

｢公的コミュニティの使命は，他のコミュニティが自らの活動を発展させ，

広げることができるようにするしくみ（structure）を守ることである。

共和主義的社会の中心的な使命は，個人のみならずコミュニティの多数性

を組織化することにほかならない」（Gunsteren, 1998, p. 24.）。

加えて彼は，この意味における「シティズンシップ」が展開していくため

の活力の源が，まさに実際の政治的実践の中にこそ存在している点を強調

した。つまり，結論から言えば，「シティズンシップ」のあり方は，個別

具体的な「政治」の試行錯誤，そして民主的な「反復」の過程において確

定されるほかないと言える（Benhabib, 2006, 田村，2007）。この非決定の
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立場と政治的実践の問題について，筆者はかつて，以下のように論じたこ

とがある。

｢……各文化が相互に展開する無限定で多元的な葛藤，生々しい矛盾の現

実に眼を向けることは，かならずしも政治秩序についてのペシミズムをも

たらすわけではないだろう。このことはまた，市民政治の文脈では，「市

民」や「市民社会」の内側にも同様に多様な摩擦や紛争を認め，むしろそ

のなかに新しい市民政治の萌芽を見ていこうとする試みの可能性を開くか

もしれない。無数の社会の障壁をとりはらってしまう『グローバル化』が

もたらす政治的な帰結は，もちろんさしあたってはネガティブな様相を呈

するかもしれないが，あらかじめその方向性を定められているわけではな

く，その社会の『どろどろとした液体性』（丸山眞男）を帯びた状況に，

種々の方向へのダイナミックな可能性も潜在している。その際，『市民』

とは，個別的な政治状況のなかで新たな規範が生成する過程で現われるア

ドホックなレレバント・コミュニティの主体として位置づけ直されるだろ

う。その意味では，『市民的アイデンティティ』とは，従来の意味に加え

て，その偶然性や転生をも含みいれた重層的・構成的（再帰的）・闘争的

アイデンティティとしてとらえ直すことができる」（佐々木，2003，p. 286.）。

デランティと同様，このような立場を「政治的（もしくは民主的）コス

モポリタニズム」と名づけるなら，それには二重の役割が与えられている。

一方で，グローバルに展開する新たな「共同性」を構想する際に，それが

いかなる合理性や理性に貫かれたものであっても，あるいはかえってそう

であるがゆえに，先験的に「一世界型共同性」を前提とすることには危険

性がともなう。「グローバル・シティズンシップ」を構想する他の多くの

論者も，概して世界政府の設立は否定しているが，それは，「グローバル

市民社会」（R. フォーク）の普遍性が，上からの一元的な「ガバナンス」

の論理に収斂していった場合，ともすれば地球レベルでの新たな差別や排

除を生みだしてしまう可能性が高いからである13）。この意味で，「グロー

バル市民社会」は，必ずしも地球レベルでのデモクラシーを保証しない。
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それゆえ，「グローバル･シティズンシップ」概念の可能性を追求するため

には，「コスモポリタンな公共圏」の複雑性と可能性を同時に視野に入れ

つつ，単なる法的なコスモポリタニズムをこえた，「政治的（民主的）コ

スモポリタニズム」の視点を導入する必要がある。また他方で，グローバ

ル化の中で極限まで多様化した文化やアイデンティティは，政治的な統合

や「自治」の契機をもたない限り，それ自体の存立基盤をも危うくしてし

まうという逆説も孕んでいる。したがって，「政治的（民主的）コスモポ

リタニズム」においては，固有の伝統や多数の個別性の中から，むしろ普

遍（コスモス）のことば（原理）を導き出す努力がなされ14），あるいはま

たそれら個別の文化同士が，共通の公共善を実現する方法も模索されるこ

とになる。

ただいずれにせよ，ポスト・ナショナルな政治の市民性やその文化的基

盤は具体的にはどのようなものなのか，という問題は残ることになる。普

遍原理や形式倫理の「感情的な基礎づけ」，コモンセンスと宗教的感情と

の媒介，そしてグローバルな「責務」をグローバルな「信頼」へと移行さ

せるためには，はたしてどのような政治的実践が求められるのだろうか。

この「グローバル・シティズンシップ」をめぐる問題のこのもうひとつの

次元は，「シティズンシップ」を市民性の観点から考える以上，避けて通

れない課題となる。

４．政治的実践としての「グローバル・シティズンシップ｣

「シティズンシップ」を論じる政治理論がこれまで欠落させてきた政治

的実践をめぐる問題について，バーナード・クリック（Bernard Crick）

は，以下のような厳しいコメントを残している。

｢政治やデモクラシーの問題に関するほとんどの学問的な著作は，しばし

ば控えめに見ても，知識の向上に寄与するため，あるいは個人的な名声や

｢グローバル・シティズンシップ」の射程（佐々木)

697 (2157)



昇進への期待のためのものであって，公共にその知識を普及させることに

関心をもつものはほとんどなく，あるいは仮にそういった関心があったに

しても，それが実現できたものはほとんどないように思われる」（Crick,

2000, p. 198.）。

彼は，「シティズンシップ」の問題を考えることは，すなわち政治的な実

践にかかわる問題にほかならないと指摘するが，実際に彼自身，母国の英

国において「シティズンシップ教育」に関する諮問委員会（通称「クリッ

ク委員会」）の委員長を務め，「シティズンシップ」の理念を社会に普及さ

せる役割を果たした。クリックの「シティズンシップ教育」は，「市民的

（公民的）共和主義」の立場から，市民が能動的に共同社会に参加できる

ための「政治的なリテラシー（political literacy）」を涵養することにあっ

た（平石，2009）。ここにおいて「シティズンシップ＝市民性」とは，受

動性ではなく能動性についての概念であり，市民が共同社会の諸問題への

参加に際して，自分が真理だと思うことを公的に率直に語り，その上で他

者との妥協や取引を通じてまさに「政治」の中で自らの自由を実現する態

度や能力を意味する。したがって，そこで涵養される「政治的なリテラ

シー」とは，従来の公民教育で重視されたような，単に政治社会や諸制度

についての知識の習得ではなく，いわば政治問題や政治的争点そのものに

ついての知識の獲得であり，さらにそのような複雑な争点について，多様

な他者への基本的な「尊敬」や「寛容」を前提にしつつも，自律的に思考

する能力を意味している。

同様に，メディアなどの役割に加え，「シティズンシップ教育」を重視

するベンジャミン・バーバー（Benjamin R. Barber）もまた，市民的礼節

（civility）としての市民性として，他者に開かれていること，また想像力

を働かせ，他者を対等の立場で理解し，常に耳を傾け，公共的な声で語る

能力などを重要な要素として挙げている（Barber, 1998=2007）。彼もク

リックと同様に，偏狭性を排し，異質な他者と共存する技量（アート）と
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しての市民文化を重視する。それは，

｢偏狭性は相容れない『他者』を分離することにより近隣の人間同士の直

接的紐帯を強めるが，また，それによってデモクラシーが求めるより広い

紐帯，すなわち特定の分派や仲間内に拘束されない想像力の拡大によって

のみ育まれ得る紐帯を破却してしまう」（Barber, 2004=2009, p. 355.）

からである。彼は，市民教育の契機を正規の教育，私的領域における社会

活動，参加政治の三つに分けるが，彼の主張する「強靭なデモクラシー」

のためには，特に後の二つが重要である。政治や歴史，市民権についての

知識はそれ自体，直接には市民の政治的判断や道徳的判断の能力と関係し

ていない。むしろ，市民が実際に権限と責任を賦与される中で，現実の政

治社会に参加するという実践によってのみ，デモクラシーは真に学ばれる

のである15）。

クリックもバーバーも，前提としているのは一国内のデモクラシーであ

るが，ここでそれを，グローバルなデモクラシーにまで敷衍して考えるこ

とも可能であろう。「グローバル・シティズンシップ」概念を，このよう

に「市民性」と「社会的実践」の問題として再定義することは，現在きわ

めて重要な課題となっている（寺島，2009，山田，2010）。しかも，「グ

ローバル・シティズンシップ」概念をめぐる本論のこれまでの議論の流れ

に即して考えても，一国を前提になされている「シティズンシップ教育」

で指摘されている内容に，それほど新たにつけ加えるものがないという事

実にも気がつかざるをえない。地球的な問題群に対応するための「グロー

バルな市民性」は，まずは自らが属するコミュニティを舞台に，他者と対

等で開かれた関係をつくりあげる能力と関係しているからである16）。さら

にすでに見たように，このような「資質」や「態度」は，市民自らが当事

者となる，具体的な「活動」や「実践」の中でこそ涵養されるものである。

したがって，「人類共同体への義務」を担う主体が突然現われるという

よりも，基本的な「政治的リテラシー」をもつ市民が，むしろ生活世界の
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身近な問題に取り組む中から，必然的に従来の境界線を越えた地球全体の

問題へとつながるきっかけを見出してゆく過程にこそ，重要な意味がある

といえる。その意味で，ジョン・S・デュライゼク（John S. Dryzek）が

論じているように，デモクラシーの基礎を支える「熟議」の政治空間が，

「小さな公共（mini-publics）」からグローバルな政治に展開してゆく可能

性についても展望しておく必要がある（Dryzek, 2010）。それゆえ，「グ

ローバル・シティズンシップ」論の次の課題は，現実に生起する個々の具

体的なできごとの中に，「シティズンシップ」のコスモポリタンな契機や

萌芽をひとつひとつ読み取っていく地道な作業であると思われる17）。

結 語――「文明」としての「グローバル・シティズンシップ｣

本論では，「グローバル・シティズンシップ」概念の理論的な射程を見

定めるべく，まずはその「シティズンシップ＝市民権」の側面，すなわち

そのリベラルで広範な権利賦与の可能性の検討から出発し，次にそのよう

な制度的・法的枠組みを根底から基礎づける「シティズンシップ＝市民

性」をめぐる問題の理論的な再検討にまで歩みを進めた。そしてさらに，

その「市民性」がつくりだされる政治的実践をめぐる問題についても若干

の考察を試みた。筆者にとって，「グローバル・シティズンシップ」概念

の射程を最大に見積もるとすれば，以上のような展開となる。しかし，ナ

イジェル・ダワー（Nigel Dower）が詳しい整理を行っているように，「グ

ローバル・シティズンシップ」概念をめぐっては，未解決の争点が依然と

して山積しており，特にこの理念の実現を保障する制度的基盤の不足が主

たる批判の焦点となっている（Dower and Williams, 2002, Dower, 2003）。

しかし「グローバル・シティズンシップ」概念が，依然として一定の文

化に裏打ちされない，「薄い道徳性」（M. ウォルツァー）の次元にとどま

るのだとしても，人権・環境・デモクラシー・平和（安全）などの領域に

おける現実の市民活動や実践の中に，すでにグローバルな共通倫理や「共
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通感覚」の萌芽も見ることができる。かつてハンナ・アレント（Hannah

Arendt）が考えたように，知覚された世界のリアリティや意味を保証す

るのがこの「共通感覚」だとすれば（川崎，2010），人々が国境を横断し

て活動する政治空間では，人間同士が越境して連帯するための共通の基盤

（「世界」）はすでに存在するといっていいのかもしれない。

さらに，「市民（civil）」概念，そして「市民性（civility）」概念は，「市

民化＝文明（civilization）」概念と一体不可分の関係にあることも重要な

意味をもつ。われわれは，「市民性」の問題を考えることで，実は「市民

的＝文明的であるということはどういうことか」を考えていることになる。

つまり，「グローバル・シティズンシップ」を考えるということは，単に

グローバルな「正義」の問題を考えることにとどまらず，より包括的に，

望ましい地球社会や「文明」のあり方を根源から考えることでもある18）。

ヘルドが指摘したように，「自律性」が平等に実現されない世界は，「文

明」的ではないと言えるかもしれない。また，いつまでも，眼もくらむよ

うなライフ・チャンスの格差が存在し，植民地主義や帝国システムが温存

される世界も，おそらく「文明」的ではない。かつては，まさに「文明」

の名の下に，世界に「野蛮」がつくりだされ，植民地化という初発の暴力

が世界に加えられた。しかし，「グローバル・シティズンシップ」が想定

する新しい「文明」は，植民地主義とむき出しの暴力を肯定する「野蛮」

の存在を認めることができないだろう19）。

「文明」の問題を考えることは，さらには，人間社会と自然環境との関

係，そしてこの両者を媒介する科学技術の問題を考えることでもある。こ

こから，「グローバル・シティズンシップ」概念は，単に現代の人間社会

における「コスモポリタン・シティズンシップ」の要素に加え，たとえば

未来世代や地球環境への責任を強調する「エコロジカル・シティズンシッ

プ」（A. ドブソン）にまで，その射程を広げることになる（Dobson, 2003）。

そして，科学技術に対する市民的な権利や責任をめぐる問題や，開発のあ

り方そのものを問うことも，この新しいシティズンシップの問題として考
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えうるだろう。

ただいずれにせよ，「グローバル・シティズンシップ」概念の具体的な

内実は，今後のわれわれの自由な選択と実践によって構成される「政治」

の性質次第であることには変わりがない。

1) もちろん，たとえばイギリスの政治学者，ポール・ハースト（Paul Hirst）のように，

グローバル化がもたらす政治的影響をごく限定的に評価する立場もある（Hirst,

2001=2009）。グローバル化とそれが民主政にもたらす影響の理論的潮流を整理したものと

して，（中谷，2006）を参照のこと。

2) マーシャルにとって，市民権の社会的要素とは，「経済的福祉と安全の最小限を請求す

る権利に始まって，社会的財産を完全に分かち合う権利や，社会の標準的な水準に照らし

て文明市民としての生活を送る権利に至るまでの，広範囲の諸権利のことを意味している。

これと最も密接に結びついている制度は，教育システムと社会的サービスである」

（Marshall=Bottomore, 1992=1993, p. 16.）。

3) ヘルドのハイエク批判を要約すれば，第一に，ハイエクの自由市場モデルが「市場の失

敗」の領域を自覚しておらず，第二に，市場的諸関係が民主的プロセスを制約する権力関

係であることを無視しており，第三に，かつてチャールズ・E・リンドブロム（Charles

E. Lindblom）が指摘したような，資本主義下での政府の非中立性を認識していないとい

うことになる。

4) ダニーロ・ゾロ（Danilo Zolo）もまた，この問題を深刻に受け止め，ヘルドに加えて

R. フォーク（Richard Falk）や N. ボッビオ（Norberto Bobbio），R. ダーレンドルフ

（Ralf Dahrendorf）らの議論の志向性も，意図せずして，たとえば「人道的介入」の執行

や「国際犯罪法廷」の機能をめぐる問題の正当化に利用される危険性を指摘した（Zoro,

1997.）。ゾロにとっては，「グローバル市民社会」や「コスモポリタニズム」は，結果的

にはグローバル化とほとんど同義である。またこの文脈で，「コスモポリタン・シティズ

ンシップ」可能性を全面的に主張するアンドリュー・リンクレーター（Andrew

Linklater）と，これを真っ向から批判したデヴィッド・ミラー（David Miller）の論争は

興味深い（Hutchings and Dannreuther, 1999）。

5) ジョルジョ・アガンベン（Giorgio Agamben）は，世界にむき出しの生（人間存在）と

して投げ出された亡命者／難民が，「人権」概念で保護されることについての暴力性を批

判する。また，ウェンディ・ブラウン（Wendy Brown）の以下の指摘はきわめて重要で

ある。「政治的実践としての寛容はつねに支配者によって付与され，それが無力の人々に

保護や編入を申し出るときでさえ，つねに何らかの支配を表している」（p. 242.）。またさ

らに，ラジカル･デモクラシーの立場，特に従来の公－私の区分を相対化し，あらゆる個

人の排除をも克服しようとする「フェミニズム・シティズンシップ」の立場では，そもそ

もあらかじめ「正義」を設定すること自体が，新たな排除の境界線を生み出してしまうこ

とになる（Young, 2002, 岡野，2003）。

6) したがって，多々誤解されるが，ヘルドは「グローバル市民社会（global civil
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society）」という概念をほとんど使用していない。また，ヘルドの制度構想に対する批判

の中で，その本来の目的や意義を顧みることなく，従来の国民国家による民主的正統化の

機能に固執するだけの批判も散見できる。この点を的確に指摘したものとして，（稲田，

2006）を参照のこと。

7) ｢コミュニティ」概念の現代的な意義としては，（佐々木，2007）を参照のこと。

8) サスキア・サッセン（Saskia Sassen）が指摘したように，特にニューヨークやロンド

ン，東京のような現代の世界都市（グローバル・シティ）では，都市の内部に複数の移民

コミュニティや異文化圏が混在し，もはや国民国家からは自立し，グローバル空間に直結

したカオス社会の成立を観察することができる（Sassen, 2001=2008）。

9) マーストリヒト条約第８条Ｂの冒頭には，「出身国以外の一構成国に滞在する連合の市

民は，その滞在国の市町村選挙の選挙権，被選挙権を，その国の国民と同じ条件で有す

る」と謳われている。

10) この場合，シティズンシップのいわゆる「闘技」モデルと「熟議」モデルは必ずしも矛

盾しない。

11) さらに，このラジカルな「シティズンシップ」の立場に立てば，日本でも見られるよう

な，時にネオ・リベラリズムやナショナリズムを前提とする表面的な「多文化主義」，す

なわち「コスメティック・マルチかルチュラリズム」（テッサ・モーリス =スズキ）の問

題も明るみになる（テッサ・モーリス，2002，崔，2011）。崔は，「本当に人間らしく生き

ることを求められているのは，日本人マジョリティの側なのではないだろうか」，「自分た

ちのところに外国人を入れてあげるというパターナリズムでは，マジョリティである日本

人自身が『生き延びる』ことが困難になる」と問いかけ，生活者による住民自治の観点か

ら，行政が主導する「多文化共生」が，しばしば増加する外国籍住民の「統合」や「統

治」を目的としたものであったことを批判する。

12) ヘルドと同様，ハーバーマスのグローバルな討議モデルは，必ずしも市民的な徳性を体

系的に基礎づけることをしていない。このシティズンシップ論の道徳的基礎づけに関する

研究としては，（牧野，2007）を参照のこと。

13) これに関連し，ダニエル・アーキブージ（Daniele Archibugi）は，コスモポリタン民主

政の立場からより決めの細かい制度論を展開している（Archibugi, 2008=2010）。たとえば，

「人道的介入」の問題について，「今や，あらゆる介入が『コスモポリタン』であるとされ

る。だが，これは中途半端なコスモポリタニズムに過ぎない。……正しいコスモポリタニ

ズムの精神とは，このようなものではなくて，介入の責任を受け止めるだけでなく，その

目的を実現するための正当な諸制度を媒介とすべきものであるとする」（p. 211）と述べ，

人道目的の軍事介入の厳格な手続についての種々の具体的な制度の提案を行っている。

14) それゆえ，「市民的（公民的）コスモポリタニズム」の立場において，「ネイション」や

「郷土愛」は必ずしも否定の対象ではなく，場合によっては「コスモポリタン・シティズ

ンシップ」の重要な資源となりうると考えられる。「ネイション」は，「市民たちの共通の

共同性」として市民性を支え，さらに分断され，虐げられた民衆にとっては自尊心の源泉

になるだけでなく，他者や他のコミュニティへの想像力の基礎を涵養する可能性もある。

ここから，ナショナリズムや郷土愛の「転換」や「善用」という重要なテーマも生まれる
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が，それを論じるには別稿を要する。さしあたり，（Walzer, 1995=2001）を参照のこと。

15) このような，クリックやバーバーの「シティズンシップ教育」概念は，特に日本の教育

改革論議に見られるような，もっぱら市民の共同体への奉仕や道徳的責任のみを強調する

ものとはきわめて対照的である（小玉，2003）。また，バーバーは，このような市民教育

に加え，「芸術が民主主義を必要とする以上に，民主主義はおそらく芸術を必要とする」

（Barber, 1998=2007, p. 152.）と述べ，芸術活動がデモクラシーの強化に果たす役割をくり

返し強調している。

16) 寺島は，「市民として身につけるべき資質」として，1．他者感覚，2．開かれた態度，3．

正義感覚，4．対等な関係性，5．非暴力の態度と規範という５つを挙げている（寺島，

2009.）。この中で，特に非暴力の要素の指摘は，きわめて重要である。

17) このいわばアートとしての「グローバル・シティズンシップ」の問題について，対人地

雷全廃条約運動（オタワ・プロセス）の経験を素材に，若干の考察を加えたものとして，

（佐々木，2000）を参照のこと。対人地雷問題の性質やその被害の可視化，そしてそれが

もたらした国境を越えたアソシエーションの形成過程の特性，交渉過程で国際 NGO が選

択した批判性と協働性のバランス，市民メディアや国際世論の果たした役割，かかわった

当事者たちの資質やアイデンティティのあり方など，依然として多くの点において，この

歴史的事件に対する興味はつきない。このできごとを，レジーム論の枠組みから詳細に検

討したものとしては，（足立，2004）を参照のこと。また，グローバルな市民運動の現代

的な位相については，（Cohen, 2000）が優れている。

18) エティエンヌ・バリバール（Etienne Balibar）は，この意味で，シティズンシップの議

論が，やがては「国家の文明化（civilisation）」を求めるようになると述べている

（Balibar, 1998=2000）。

19) だが，たとえば，「文明」の敵，「テロリスト」についてはどうだろうか。あるいは「文

明の衝突」（S. ハンチントン）をひきおこすイスラム文化圏はどうだろうか。しかしいず

れにせよ，本論ですでに見たように，われわれはもはや，単一の境界線で自らの「文明」

を囲い込むことはできなくなっている。
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追 記：

本拙論は，心より敬愛する徐勝先生に贈られる。いうまでもなく先生は，民族

の解放，人権やデモクラシーの実現といった人類の普遍的価値のために人生を

かけて活動を続けてこられた。かつて，故藤田省三氏は先生を称して，「東ア

ジアのネルソン・マンデラ」と呼んだ（徐君兄弟を救う会編『徐勝出獄メッ

セージ――民衆が真の勝利者』影書房 1990年を参照）。しかし，これに加え，

先生の投獄をめぐって国境を越えた支援運動が展開した意味，そして何より，

世界の植民地主義そのものの克服を射程に入れる現在の先生の巨大な思想を鑑

みると，先生の足跡は，まさに21世紀のきたるべき「グローバル（コスモポリ

タン）・シティズンシップ」を考える際に，重要な参照点のひとつとなるだろ

う。
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